
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秘密法廃止 ここから 

まだまだ 

総会議案書 
日時   ２０１５年３月２８日（土）  午後１時３０分～ 

 

場所   伏見ライフプラザ鯱城ホール 









2014年度決算 2014_3.26-2015.3.16

次年度繰越 244,427

現金    141129
郵便振替  230,298

多ム鞠

孝目■の熱舞 yたクの2おり
発 レイレ鷹L

(タガχダ厨

自筆署名 捺印



 

【２０１５年度 活動方針】 

 

１．会の拡充 

秘密保護法の廃止に向けての活動を展開すると同時に、秘密保護法を実質的に発動させない体制づく

りをする。 

積極的に会員を拡大する。通年的に会員募集を行う。 

ニューズレター『極秘通信』をおおよそ隔月に発行し、会員に送付する。 

主催学習会を積極的に開催する。 

（当面の予定 4/24 18:30～20:30「秘密保護法から自由を守れ！個人通報制度って、何？？」小坂

田裕子さん（中京大学法学部准教授）＠名古屋市公会堂第7集会室） 

 

２．情報発信・広報 

街頭宣伝活動を継続する。 

   （当面の予定 4/6 18:00～19:00 ＠名駅桜通口付近） 

ブログは無理のない範囲で適宜更新する。Twitterも継続する。 

ニューズレター『極秘通信』を発行・配布する。 

 

３．地域、他団体、各分野の運動との連携 

地域の学習会の開催を積極的に呼び掛け、講師を派遣する。 

弁護士会を含む他団体の活動に協力する。 

秘密保全法法令協議開示訴訟、「秘密取扱者適格性確認制度」の政府基本方針文書の情報公開訴訟、

自衛隊情報保全隊監視訴訟、戦前の軍機保護法違反の冤罪となった北海道大学生の名誉回復運動、大垣

警察署市民監視事件国賠訴訟、秘密保護法違憲訴訟など関連訴訟・運動に協力する。 

秘密法に反対する全国ネットワークの活動に積極的に参加し協力する。 

憲法９条等の改憲に反対し憲法をまもる運動、集団的自衛権に反対する運動、戦争法制の制定に反

対する運動、武器輸出規制撤廃に反対する運動、盗聴法に反対する運動、共謀罪創設に反対する運動、

共通番号制度に反対する運動、反原発・脱原発の運動など広く国民主権・民主主義・平和主義をまも

る活動をする市民・団体と連帯する。 

 

４．行政への働きかけ 

  国会議員等への要請行動を続ける。 

  地方議会・首長に働きかけ、秘密保護法廃止を求める意見書を採択させるなどする。 

 

５．国際的運動への拡充 

  情報アクセス権・表現の自由に関する国際的な情勢を分析し、国内に発信するとともに、国連自由権

規約委員会にカウンターレポートを提出するなどして、秘密保護法を含む日本の情報アクセス権・表現

の自由の問題点を海外にも発信する。また、秘密保護法による権利侵害に対抗する手段としての個人通

報制度批准へ向けて働きかけを強める。 

 

 

 



 

【秘密保全法に反対する愛知の会申し合わせ事項（変更案）】 

（下線部が変更部分） 

 

（名称） 

１ この会は、「秘密保全法に反対する愛知の会」と称する。 

（目的） 

２ この会は、政府に、秘密保護法を廃止させることを目的とする。 

（会員） 

３ この会は、秘密保護法を廃止させる意思をもって何らかの活動をする個人・団体で構成する。 

（年会費） 

４ 会員は、個人１口１０００円、団体１口３０００円の年会費を納める。 

（会の運営等） 

５ この会の運営については、当面以下のように申し合わせる。 

 ◇ 役員として 共同代表（２名）、事務局長１名、事務局次長数名および世話人数名をおき、これらの

者で世話人会を構成する。 

 ◇ 世話人の中から会計を選任する。 

 ◇ 会の運営に関する決定は、世話人会および会員メーリングリストをもってする。 

 ◇ 会員メーリングリストは、当初参加者の他は、すでにメンバーとなっている者２名以上の推薦をも

って登録する。 

 ◇ 世話人会は、会員に対し、会の活動に関するニュースを届ける。 

  ① インターネット上 

      ブログ（http://nohimityu.exblog.jp/）に可能な限り迅速に必要な記事を載せるとともに、ツ

イッター（http://twitter.com/himitsu_control）でも適宜情報発信する。 

  ② 紙媒体ニュース 

      『極秘通信』を適宜発行し、会員に送付する。 

（連絡先） 

６ この会の連絡先は、当面以下のように申し合わせる。 

 ◇ 弁護士法人名古屋北法律事務所 気付 

   名古屋市北区平安２丁目１番１０号 第５水光ビル３階 

   電話（０５２）９１０－７７２１／ＦＡＸ（０５２）９１０－７７２７ 

（附則） 

 この変更申し合わせ事項は、２０１５年３月２８日から施行する。 

 

 

【役員（案）】 

（共同代表） 

中 谷 雄 二（弁護士）           留任 

本   秀 紀（名古屋大学大学院教授）    留任 

（事務局長） 

濱 嶌 将 周（弁護士）           留任 

（事務局次長） 

青 木 有 加（弁護士）           新任 

中 川 匡 亮（弁護士）           新任 

（事務局長代行） 

矢 﨑 暁 子（弁護士）           新任 


